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吹田市中小企業ブーストアップ補助金のエントリーに伴う同意書

　標題の件について、同意書別紙を確認のうえ、下記の事項について同意いたします。

記

１　エントリー受付までの手続きに係る事項
（１）エントリー受付までの流れ
（２）エントリー受付までの間に形式的な要件（※２）が審査され、要件を満たさない場合は補助金を受けられないこと
２　エントリー受付後の手続きに係る事項
（1） エントリー受付後の流れ 
（2） エントリー受付後、実体的な要件（※２）が審査され、要件を満たさない場合は補助金を受けられないこと
（3） エントリーの受付は補助金の交付を保証するものではなく、予算の範囲内で審査及び交付決定が行われること
３　その他に関する事項
（1） エントリーシート等の提出後に発生する全ての手続において、本市が期限を設けて申請者に書類の提出、修正、質問への回答等を求め、申請者がこの期限までに対応しない場合、本市は当該手続を取り下げたものとみなすこと
（2） 補助金の手続に係るすべての書類は申請者が十分に精査したものとして取り扱うため、申請者の都合による修正は原則認めないこと 
（3） 交付決定通知の日が申請者の発注希望日を超過する可能性があること
（4） その他募集要項に記載の内容

（同意書別紙）
エントリー提出から交付決定までの詳細な流れ及び留意事項について

本紙は、募集要項「4 申請の流れ」（１）から（４）までの流れを詳細化したものである。
	エントリーシート等(※1）の提出
（申請者→市）
	・提出方法はEメールのみ認める。 

	
	

	エントリーシート等の
形式的な要件（※2）の確認 (市)
	・Eメールの到着順に確認をする。 

	　　　適当と認められた場合
	

	エントリーの受付
（市→申請者）
	・形式的な要件を満たさない場合は、補助対象と認められないことを通知（市→申請者）。

	
	

	エントリーシート等の
実体的な要件（※2）の審査 (市)
	・エントリーの受付順で審査をする。 
・審査時点で予算の上限に達している場合、審査は終了。

	　　　適当と認められた場合
	

	事前審査(エントリー)の結果確定
（市→申請者）
	・実体的な要件を満たさない場合は、補助対象と認められないことを通知（市→申請者） 

	
	

	交付申請の提出
（申請者→市）
	・市が指定した期限を超過し書類が提出された場合、交付申請は受付されない。

	　　　適当と認められた場合
	

	交付申請の審査（市）
	・交付申請の要件を満たさない場合は、補助対象と認められないことを通知（市→申請者）

	
	

	交付決定（市→申請者）
	・通知日が申請者の発注希望日を超過する可能性がある。


※1 募集要項「６ 提出物確認シート」に記載された書類一式をいう。
※2 別表に定める。





（別表）
各種要件の定義
	形式的な要件

	１　以下に例示する外形的な不備のうち、補助金の審査に影響する不備がないこと
（１）書類の体裁・形式に関する不備
　（例）記載漏れ、誤字・脱字があるなど
（２）様式の記載ルール違反
　（例）様式の注記が記載内容に考慮されていない、様式の指示と記載内容が一致しないなど
（３）必要書類の不足
２　実体的な要件を問わない範囲で、補助対象であることが確認できること
　（例）中小企業者であること、本店所在地が吹田市内であることなど。
３　その他実体的な要件を問わない範囲で、補助金の審査に影響するような不備がないこと


	実体的な要件

	１　補助金の趣旨に沿った設備投資であること
　設備投資の内容が労働生産性の向上に資すること、継続的な賃上げに資することなど




